
～2019年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます～ 

事業主の皆さまへ 

 働き方改革関連法の正しい理解と、「働き方改革」による魅力ある職場づくりを支援するため、

セミナーを開催します。 

内容 １ 働き方改革関連法の説明 
２ 労働関係助成金の活用等 
３ 働き方改革推進支援センターの活用 
４ 公正な採用選考について 
５ 個別相談コーナーによるアドバイス 

 ○千葉働き方改革推進支援センター等のアドバイザーが、働き方改革に関して皆様のご質問
にお答えします！【秘密厳守】 

定員 30～80名（先着順に受付） 

【主催】ちばの魅力ある職場づくり公労使会議（事務局：千葉労働局雇用環境・均等室企画部門） 

【共催】 
 

市川商工会議所、茂原商工会議所、館山商工会議所、東金商工会議所、柏商工会議所、習志野商工会議所、 
成田商工会議所、旭市商工会、袖ケ浦市商工会、いすみ市商工会 

※開催会場の駐車場には限りがございますので、公共交通機関又は近隣の有料駐車場をご利用願います。 
※裏面参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。 
※参加費は無料です。 

裏面に続く 

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

１月21日（月） 
 

１月25日（金） 
 

１月28日（月） 
 

１月30日（水） 
 

２月 ４日（月） 
 

２月 ５日（火） 
 

２月 ６日（水） 
 

２月 ７日（木） 
 

２月12日（火） 
 

２月13日（水） 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

13:30～15:30 
 

習志野商工会議所 ３F大会議室（定員80人） 
 習志野市津田沼４－１１－１４ 

茂原商工会議所 ２F大会議室（定員50人） 
 茂原市茂原４４３ 

館山商工会議所 ２F大ホール（定員50人） 
 館山市八幡８２１ 

旭市商工会 ３F大研修室（定員50人） 
 旭市ロの７９５－６ 

市川商工会議所 ３F大ホール（定員50人） 
 市川市南八幡２－２１－１ 

袖ケ浦市商工会 ２F中会議室（定員50人） 
 袖ケ浦市福王台３－１－３ 

いすみ市商工会 １F研修室（定員50人） 
 いすみ市大原７４００－８ 

東金商工会議所（東金商工会館） １F大ホール（定員50人） 
 東金市東岩崎１－５ 

柏商工会議所 ３F３０２会議室（定員30人） 
 柏市東上町７－１８  

成田商工会議所 １F大会議室（定員50人） 
 成田市花崎町７３６－６２ 

各商工会議所・商工会
の会員、非会員問わず
参加できます！ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


参加申込書 

千葉労働局雇用環境・均等室企画部門 行  ＦＡＸ 043-224-7675 

フリガナ 
 

事業所名 
 

 

所在地 
 

〒 

 

電話番号 

参加者 役職               氏名 

参加者 役職               氏名 

 
参加希望の地域 

 

（○印でご記入ください） 

 

習志野   茂原   館山   旭   市川 
 

袖ケ浦   いすみ   東金   柏   成田 
 

【申込方法】 

上記参加申込書の必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。 
定員に達して受講できない場合にのみ、ご連絡いたします。 
本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、本セミナーに係る参加者の確認、開催に関す
る連絡、各種情報提供の目的にのみ使用いたします。 

※ 
※ 

   お問合せ 

千葉労働局 雇用環境・均等室 企画部門 
  （ちばの魅力ある職場づくり公労使会議 事務局） 
〒260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第二地方合同庁舎２階 
         TEL:043-306-1860  FAX:043-224-7675 担当：太田、山本 

「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」とは・・・ 
 千葉県における雇用の質の向上を図るとともに、これを地方創生や県内経済の好循環にもつなげるため、働き方改革によ
る仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、非正規雇用労働者の処遇改善及び職場における女性の活躍等の推進に向
けて、国、県、労使団体及び金融機関の関係者が連携して取り組むことを目的として設置されたものです。 

千葉県       （一社）千葉県経営者協会        千葉県社会保険労務士会  （株）千葉銀行 
千葉市       千葉県中小企業団体中央会        千葉県税理士会        千葉信用金庫 
千葉県市長会   （一社）千葉県商工会議所連合会     （公財）千葉県産業振興センター 
千葉県町村会   千葉県商工会連合会            （独）千葉産業保健総合支援センター 
千葉労働局    日本労働組合総連合会千葉県連合会 千葉働き方改革推進支援センター 

【参画機関（団体）】 


